
（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

【保健医療部】

新 重

１ 救急医療体制整備 132,000 848,053 848,053 地域医療再生基金を活用し、救急医療体制整備の推進を図る｡

関連事業 繰入金 36,000 国庫 72,844 国庫 72,844

一財 96,000 繰入金 663,351 繰入金 663,351 新 １ 小児専門拠点病院整備費

一財 111,858 一財 111,858 ６億３，９００万４千円

利根地域医療圏における小児二次救急の輪番空白日を

解消するため、医療機関の施設・設備整備費の一部を

補助する。

・対 象 ： 土屋小児病院

・工事期間 ： 平成２３年５月から平成２４年３月

・総事業費 ： １１億６，５０７万７千円

・補 助 率 ： 定額（９億９９１万３千円）

・増 床 数 ： ２５床 → ４０床（＋１５床）

新 ２ 小児救命体制緊急整備費

２，９１９万１千円

小児重症患者専門の受入先となる本県初のＰＩＣＵ

（小児集中治療室）を整備するため、設備整備費及び

運営費の一部を補助する。

（１）設備整備費補助 ５５１万２千円

（２）運 営 費 補 助 ２，３６７万９千円

・事業主体 ： 埼玉医科大学総合医療センター

・病 床 数 ： ２床

・補 助 率 ： 設備整備費１／２、運営費１／３

保健医療部

－ １ －

【審査の考え方】

救急医療体制の充実を図るため、小児専門拠点病

院の整備、小児集中治療室の整備等の必要性を認め、

要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

（続 き） ３ 医師確保対策促進事業費

１億７，９８５万８千円

産科、小児科、救急科の後期研修医及び臨床研修医

並びに地域枠医学生に対し、研修資金又は奨学金を貸与。

貸与期間の１．５倍の期間を県内医療機関で勤務すると

返還免除となる。

・後期研修医

産科・小児科 20万円×12月×35名

新 重 救急科 20万円×12月×10名

・臨床研修医

産科・小児科・救急科 10万円×12月×25名

・地域枠医学生 20万円×12月×15名

（入学定員の増員の上限が、5名から10名に拡大）

保健医療部

－ １～２ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 重

２ 周産期医療体制整備 60,726 1,435,783 1,435,783 地域医療再生基金を活用し、周産期医療体制整備の推進を図る｡

関連事業 国庫 5,494 国庫 104,592 国庫 104,592

一財 55,232 繰入金1,267,090 繰入金1,267,090 新 １ 総合周産期母子医療センター施設・設備整備費

一財 64,101 一財 64,101 １３億１，２２４万３千円

埼玉医科大学総合医療センターのＮＩＣＵ等の増床に

係る施設・設備整備費の一部を補助する。

・工事期間：平成２３年４月から平成２４年１０月

・総事業費：２４億８，３３３万８千円

・補 助 率：定額（２０億６，５３１万５千円）

・増 床 数：

N I C U(新生児特定集中治療室) 30 → 60床（＋30床）

G C U(継続保育室) 18 → 48床（＋30床）

MF-ICU(母体胎児集中治療室) 15 → 30床（＋15床）

保健医療部

－ ２ －

【審査の考え方】

周産期医療体制の充実を図るため、総合周産期母

子医療センターの機能強化、母体搬送コーディネー

ターの設置等の必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

（続 き） ２ 安心できるお産環境支援事業費

８，３２８万２千円

新 重（１） 母体搬送コーディネーター設置事業

２，９６２万５千円

県内全てのＮＩＣＵの空き状況を一元管理し、効率

的に搬送可能な病院を選定する「母体搬送コーディネ

ーター」を設置する（医師会へ委託）。

（２）母体救命コントロールセンター運営事業

４，２５６万円

（３）院内助産所・助産師外来支援事業

１，１０９万７千円

３ ＮＩＣＵ後方支援体制整備費

４，０２５万８千円

新 （１）乳幼児等在宅療養支援研修事業

２３５万６千円

ＮＩＣＵ等から在宅療養に移行した乳幼児に対し、

適切なサービスや訪問指導を行うため、訪問看護ステ

ーションの看護師や市町村保健センターの保健師等を

対象とした研修を実施する（看護協会へ委託）。

（２）地域療育支援施設運営費補助 ３，１５４万円

（３）日中一時支援事業運営費補助 ６３６万２千円

保健医療部

－ ２～２ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 重

３ ｢健康長寿プロジェクト｣ 8,220 8,220 健康長寿社会の実現に向けた県内の取組を促進するため、

強化事業 一財 8,220 一財 8,220 県立大学や市町村等と協働で実践・検証に取り組み、

「埼玉モデル」を構築する。

・ 健康長寿プロジェクトの設置

効果的な健康長寿実践方法等を調査、分析する。

・ 都市部実践例の促進と新たな取組支援

先進的な取組みを行う都市部自治体の実践例の検証

を行い、都市部における推進要因を確認する。

また、効果をアップさせる新たな取組を助言し、

実践を支援する。

・ 事業実施効果の分析と提示

分析結果と事業実施結果から普遍化し、他の都市部

自治体に活かせる実践方法を作成

保健医療部

－ ３ －

【審査の考え方】

健康長寿社会の実現に向けた県内の取り組み

の促進を図るため、都市部でのモデル事例の調

査・検証等の必要性を認め、要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新 重

４ がん検診受診県民 14,875 14,875 がん検診の重要性について、県民が理解を深め受診行動

ムーブメント事業 国庫 4,590 国庫 4,590 につながることを目指し、企業と連携した普及啓発を行う。

諸収入 10 諸収入 10

一財 10,275 一財 10,275

１ 協定締結企業との共同事業

９０８万５千円

・ 新たな協定企業・団体の開拓

・ 協定企業・団体との共同事業の実施

県で開発したオリジナル啓発物品を提供

・ 協定企業の取組み強化・動機付け

「がん検診受診推進サポーター」制度の創設

２ 地域・職域連携事業 １８万２千円

・ 啓発ターゲットを考慮した効果的な教育講座を開催

３ 地域がん登録検討事業 ５６０万８千円

・ がんの罹患数、罹患率、生存率、治療効果等、がん

対策の基本となるデータを都道府県単位で整備する

「地域がん登録」の実施体制を検討・試行する。

保健医療部

－ ４ －

【審査の考え方】

がん検診受診率の向上を図るため、

がんに関する知識の普及啓発や受診勧奨、地域が

ん登録を実施する準備・検討等の必要性を認め、

要求額を措置した。



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

５ 埼玉県子宮頸がん等 5,151,777 5,151,777 国の２２年度補正予算による「子宮頸がん等ワクチン

ワクチン接種緊急 財産収入 31,153 財産収入 31,153 接種緊急促進臨時特例交付金」を活用して基金を設置し、

促進基金関連事業 繰入金 5,119,262 繰入金 5,119,262 市町村が行う予防接種事業に対する補助を行う。

諸収入5, 119,210 諸収入5, 119,210

一 財 1,352 一 財 1,352 １ 埼玉県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金事業費

５１億２，０６２万４千円

・基金名称 埼玉県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金

・対象疾病・ワクチン

子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワクチン

小児用肺炎球菌ワクチン

・基金設置 都道府県に設置し、市町村が実施する事業

に対し助成

・負担割合 国１／２、市町村１／２

・期 間 平成２３年度末まで

（平成２２年度から２３年度(２カ年)）

２ 埼玉県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金積立金

基金運用益の積み立て ３，１１５万３千円

保健医療部

－ ５ －

【審査の考え方】

子宮頸がん等の予防を図るため、市町村が実施

する子宮頸がん等ワクチンの予防接種事業への助

成の必要性を認め、要求額を措置した。


